
令和５年９月 29 日 

 
各 位 

 
見附市役所 総務課 

 
 

下水補工第７号「貝喰川右岸排水区 ４７７、４７８ 雨水渠整備 工事」 
に係る質問の回答について 

 
 
標記の入札公告に寄せられた質問について、下記のとおり回答します。 

 
記 

 

№ 質問事項 回答 

１ 

令和５年９月 27 日付の回答で、「短尺

品及び片斜切品については、L＝2.0ｍ
の製品単価を基準にして長さに応じ

た補正を行い、製品単価を算出してい

ます。」とありましたが、質問の意図

は、設置歩掛が 2.0ｍ／個で積算され

ているため、補正を行った単価を 2.0
ｍに換算しているのですかというこ

とです。2.0ｍに検算しないと標準品

よりも１ｍ当たり単価が安くなる結

果となるからです。具体的には、短尺

品 L＝1005 の単価×2000÷1005 で

積算しているのですかという質問で

す。 

短尺品及び片斜切品の製品単価は 2.0
ｍに換算しておりません。内訳書のと

おりで積算をお願いします。なお、単

価の換算については、落札後、変更設

計の対象としますので、監督員と協議

をお願いします。 

 

 
 

見附市役所 総務課管財係  
ＴＥＬ：0258-62-1700 
ＦＡＸ：0258-63-1006 


